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１【提出理由】

　当社は、2025年12月16日付で東京地方裁判所において訴訟の提起を受けましたので、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の規定に基づき提出するものであります。

 

２【報告内容】

（1）訴訟の提起があった年月日

  　　 2025年12月16日（東京地方裁判所）

 
 （2）訴訟を提起した者の名称、住所地

  　名称・氏名　　　　：福村　康廣

　　 住　所　　　　　　：東京都千代田区

 
 （3）訴訟の内容及び損害賠償請求金額

　　①訴訟の原因及び提起されるに至った経緯

　当社は、当時子会社であった株式会社ボン・サンテが運営していた業務スーパー事業を株式会社Ｇ－７ホール

ディングスに譲渡し、その対価として4,735百万円を受領しました。

　これに関し、当社の元代表取締役である福村氏は、当該事業譲渡が自己の貢献によるものであるとして、役員報

酬を年額12億円とする旨を主張し、2024年９月以降の未払分として10億8,000万円の支払いを求める訴訟を提起し

ております。

　一方、福村氏は、在任中において、取締役会および株主総会の承認を得ることなく、自己の役員報酬を月額

4,000万円から１億円に増額し、合計１億2,060万3,336円を受領しておりました。

　当社は、当該行為が役員報酬の決定に係る法令および社内手続に反するものであるとして、福村氏に対し損害賠

償請求訴訟を提起し、当社の主張が認められる判決が言い渡されております。

　当社は、以上の経緯を踏まえ、福村氏による本件請求について、役員報酬の決定手続および過去の裁判結果との

関係から、当社の見解と相違するものであると認識しております。

 
　　②請求の内容

　　　損害賠償請求

 
　　③請求金額

　　　10億8,000万円

 
 （4）当社の対応方針と今後について

当社としましては、本訴訟の当社の業績に与える影響は軽微であるものと考えておりますが、仮に福村氏の主張が

認められた場合には、当社が福村氏に対し、未払報酬の支払いを行う可能性がございます。
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